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令
和
５
年
１
月
か
ら
、
軽
自
動
車
（
軽
三
輪
・

四
輪
に
限
る
）
に
係
る
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
車
両
ご
と
の
納
付
状
況
を
、
軽
自
動
車
検
査
協

会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
確
認
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
軽
自
動
車
の
車
検

（
継
続
検
査
）
の
際
に
、
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

の
納
税
証
明
書
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た

が
、
令
和
５
年
１
月
よ
り
納
税
証
明
書
の
提
示
が

原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
二
輪
の
小
型
自
動
車
（
２
５
０
㏄
超

の
二
輪
車
）
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
納
税
証

明
書
の
提
示
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
二
輪
車
以
外

の
軽
自
動
車
で
あ
っ
て
も
、
次
の
場
合
に
は
納
税

証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・ 

納
付
直
後
（
納
付
か
ら
約
２
週
間
か
ら
３
週

間
以
内
）
で
、
軽
J
N
K
S
に
納
付
状
況
が

反
映
さ
れ
て
い
な
い
場
合

・
中
古
車
の
購
入
直
後
の
場
合

・
他
の
市
区
町
村
に
引
っ
越
し
た
直
後
の
場
合

・ 

過
去
の
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
に
未
納
が

あ
る
場
合　

●
注
意
事
項

・ 

納
付
後
す
ぐ
に
車
検
を
う
け
る
場
合
は
、
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
窓
口
で
お
支
払
い
く
だ

さ
い
。納
付
書
の
右
側
が
納
税
証
明
書
に
な
っ

て
い
ま
す
。

・ 

口
座
振
替
や
バ
ー
コ
ー
ド
決
済
な
ど
で
納
付

し
た
場
合
も
軽
J
N
K
S
へ
の
反
映
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方
法
で
納
付
し

た
方
で
、
す
ぐ
に
納
税
証
明
書
が
必
要
な
場

合
は
、支
払
の
事
実
が
確
認
で
き
る
も
の
（
引

軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ
ム

　
（
軽
J
N
K
S
）
に
つ
い
て

き
落
と
し
が
記
帳
さ
れ
た
通
帳
や
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
の
決
済
履
歴
の
画
面
）
を
お
持
ち
の

上
、
役
場
税
務
課
（
２
階
）
に
お
越
し
く
だ

さ
い
。

・ 

こ
れ
ま
で
は
口
座
振
替
や
バ
ー
コ
ー
ド
決
済

な
ど
で
納
付
し
た
方
に
は
、
６
月
中
旬
に
町

か
ら
納
税
証
明
書
を
送
付
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
は
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
納
税
証
明
書

の
み
送
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
町
民
税
係

　
☎
６8
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３
）　

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
、
軽
自
動
車
の
新
車
購
入

時
に
必
要
な
手
続
き
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
手
続
き　

・ 

検
査
申
請

・
検
査
手
数
料

・
技
術
情
報
管
理
手
数
料
の
納
付

・
自
動
車
重
量
税
の
納
付

・
軽
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
の
申
告
納
付

※ 

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
申
告
も
軽
自
動
車

O
S
S
の
対
象
で
す
が
、
月
割
課
税
が
な
い

た
め
、
納
付
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
注
意
事
項

・ 

オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き
が
で
き
る
の
は
新
車
購

入
時
の
み
で
す
。

・ 

二
輪
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
は
軽
自
動
車

O
S
S
対
象
外
で
す
。

・ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
か
ら
の
申

請
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
先　
税
務
課　
町
民
税
係

　
☎
６8
‐
２
２
１
１
（
内
線
２
０
３
）　

軽
自
動
車
保
有
関
係
手
続
き
の
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
（
O
S
S
）
に
つ
い
て

　

県
内
の
医
療
機
関
窓
口
で
お
支
払
い
を
さ
れ

た
、
医
療
福
祉
費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
）
自
己
負

担
金
に
つ
い
て
、
次
の
日
程
で
の
お
振
り
込
み
を

予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
振
込
予
定
日　
１
月
27
日
㈮

▼
償
還
対
象
診
療
月　
令
和
４
年
８
月
～
10
月
診
療
分

▼
通
帳
記
帳　
「
ジ
コ
フ
タ
ン
●
●
ガ
ツ
」

▼
償
還
対
象

・ 

外
来
自
己
負
担
金　
妊
産
婦
、
小
児
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
方
（
全
員
）

・ 

入
院
自
己
負
担
金　
年
齢
が
０
歳
～
18
歳
の
方

※ 

振
り
込
み
日
よ
り
前
に
、
お
届
け
さ
れ
て
い
る

振
込
口
座・名
義
な
ど
を
変
更
さ
れ
た
場
合
は
、

振
り
込
み
不
能
と
な
り
ま
す
。
口
座
情
報
に
変

更
が
生
じ
た
場
合
は
、
保
険
年
金
課
に
口
座
変

更
届
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
領
収
書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
保
険
年
金
課　
医
療
年
金
係

☎
６8
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
７
７
）

マ
ル
福
制
度
「
外
来
・
入
院
自
己
負
担
金
」

振
込
予
定
日
の
お
知
ら
せ

　
令
和
５
年
度
の
定
期
使
用
受
け
付
け
を
開
始
し

ま
す
。
現
在
使
用
中
の
方
も
３
月
31
日
で
使
用
期

限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
４
月
１
日
以
降
の
ご
使
用

を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
受
付
期
間　
１
月
1６
日
㈪
～
２
月
５
日
㈰

▼
使
用
期
間

　
４
月
１
日
㈯
～
令
和
６
年
３
月
31
日
㈰

▼�

募
集
台
数

・ 

自
転
車
：
６
０
０
台

・ 

原
動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄
以
下
）：
50
台

▼
使
用
料
金

・ 

自
転
車　
４
２
０
０
円
／
年

・ 

原
動
機
付
自
転
車　
８
４
０
０
円
／
年

▼�

申
請
方
法　
申
請
書
（
自
転
車
駐
車
場
管
理
棟

に
用
意
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
管
理
棟
の

ポ
ス
ト
に
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

免
除
申
請
を
さ
れ
る
方
は
、
別
途
申
請
書
（
押

印
欄
あ
り
）
と
各
種
証
明
書
類
の
写
し
な
ど
の

提
出
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
申
請
は
１
人
１
台
に
限
り
ま
す
。

▼�

使
用
料
の
納
付　
３
月
上
旬
に
郵
送
す
る
納
付

書
に
記
載
の
金
融
機
関
で
、
使
用
料
を
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
定
期
シ
ー
ル
交
付
時
に
領
収
書

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

▼�

交
付
に
つ
い
て　

領
収
書
を
管
理
棟
に
持
参

し
、定
期
シ
ー
ル
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼�

交
付
日
時

・ 

３
月
25
日
㈯
～
４
月
１
日
㈯
（
午
前
６
時
30
分

～
午
後
６
時
30
分
）

・ 

４
月
３
日
㈪
以
降
は
、
月
～
土
曜
日
（
午
前
６

時
30
分
～
９
時
30
分
）

▼�

一
時
使
用　
一
時
使
用
さ
れ
る
方
は
、
券
売
機

で
駐
車
券
を
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

一
時
使
用
料
自
転
車　
１
０
０
円
／
12
時
間

・ 

原
動
機
付
自
転
車　
　
２
０
０
円
／
12
時
間

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
公
益
社
団
法
人　
我
孫
子
市

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
４
‐
７
１
９
３
‐
８
０
９
１

　
平
日
（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
）

布
佐
駅
自
転
車
駐
車
場
（
東
口
）
の

定
期
使
用
受
け
付
け
の
お
知
ら
せ

　
令
和
４
年
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
納
付
済
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
昨
年
中
（
令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
４
年

12
月
31
日
）
に
納
め
た
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
額
を
確
認
い
た
だ
け

る
「
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
納
付
済
額
通
知
書
」を
送
付
い
た
し
ま
す
。（
確

定
申
告
等
の
社
会
保
険
料
控
除
の
証
明
に
ご
使
用

い
た
だ
け
ま
す
）

　
今
回
よ
り
普
通
徴
収
の
み
の
記
載
と
な
り
ま
す

の
で
、
特
別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
の
納
付
額
に

つ
い
て
は
、
年
金
機
構
か
ら
届
く
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。  

▼�

送
付
対
象　

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
、
普
通
徴
収
で
納
付
し
た
世
帯

▼
発
送
予
定
日　
１
月
下
旬
頃

▼�

注
意
事
項　
特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

の
方
は
、
年
金
機
構
か
ら
届
く
「
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼�

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　

☎
６8
‐

２
２
１
１　

国
民
健
康
保
険
係
（
内
線

１
７
２
）、
後
期
医
療
係
（
内
線
１
７
５
）

保
険
年
金
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼�

日
時　
２
月
18
日
㈯　
午
前
10
時
～
午
後
０
時

30
分
（
受
付
９
時
30
分
～
）

▼�

場
所　
つ
く
ば
同
仁
会
子
ど
も
セ
ン
タ
ー　
地

域
交
流
ス
ペ
ー
ス（
つ
く
ば
市
高
崎
８
０
２
‐
１
）

▼
内
容　
里
親
制
度
説
明
と
里
親
さ
ん
の
体
験
談

令
和
４
年
度

第
２
回
里
親
制
度
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

▼
参
加
費　
無
料
（
定
員
30
名
「
会
場
参
加
」）

▼�

参
加
方
法　
①
会
場
参
加　
②
オ
ン
ラ
イ
ン
参

加
（
当
日
はw
ebex

を
使
用
）　

③
動
画
参

加
（
後
日
）

※ 

参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
電
話
か
メ
ー
ル
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
め
切
り
日　
２
月
４
日
㈯

※ 

動
画
参
加
は
後
日
、
当
機
関
の

Y
o
u
T
u
b
e
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
て
期
間
限

定
公
開
い
た
し
ま
す
。

※ 

感
染
症
対
策
の
た
め
、
会
場
内
は
マ
ス
ク
の
着

用
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
里
親
制
度
に
ご
関
心
の
あ
る
方
の
お
申
し
込
み

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

 

茨
城
県
民
間
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関　
社
会
福

祉
法
人　
同
仁
会　
児
童
養
護
施
設　
つ
く
ば

香
風
寮　
☎
０
８
０
‐
８
４
３
４
‐
３
３
２
９

　

 m
ail

：fo
stercare.kid

sko
h

o
o

@
doujinkai.or.jp　

1
月
10
日
は
、「
1
1
0
番
の
日
」
で
す

　
1
1
0
番
は
、
警
察
官
に
駆
け
つ
け
て
ほ
し

い
時
の
緊
急
通
報
ダ
イ
ヤ
ル
で
す
。

・ 

事
件
、
事
故
に
あ
っ
た
時
や
、
見
た
時
は

直
ぐ
に
現
場
か
ら
1
1
0
番
し
て
く
だ
さ

い
。

・ 

も
し
間
違
え
て
1
1
0
番
を
し
て
し
ま
っ

た
ら
、
電
話
を
切
ら
ず
に
間
違
い
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
て
く
だ
さ
い
。

・ 

緊
急
以
外
の
1
1
0
番
は
、
緊
急
通
報

の
妨
げ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
緊

急
で
は
な
い
警
察
へ
の
相
談
な
ど
は

「
＃
9
1
1
0
」
へ
電
話
し
て
く
だ
さ
い
。

～
緊
急
は「
1
1
0
」、相
談
は「
＃
9
1
1
0
」

（
24
時
間
対
応
）
～

▼�

問
い
合
わ
せ
先　
取
手
警
察
署

　
☎
０
２
９
７
‐
77
‐
０
１
１
０
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